
ご
利
用
く
だ
さ
い

高
齢
者
・
障
害
者
へ
の
各
種
助
成
制
度	

在
宅
で
介
護
さ
れ
て
い
る
方

　

次
の
２
制
度
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も

介
護
者
・
要
介
護
高
齢
者
と
も
に
、
市
内

に
１
年
以
上
居
住
し
て
い
る
方
が
対
象
に

な
り
ま
す
。

家
族
介
護
用
品
支
給
事
業

▼�

課
税
世
帯
＝
１
０
０
０
円
券
×
36
枚（
３

万
６
０
０
０
円
分
）

▼ 

非
課
税
世
帯
＝
１
０
０
０
円
×
75
枚（
７

万
５
０
０
０
円
分
）を
交
付

【
対
象
】＝｢

寝
た
き
り｣

ま
た
は｢

重
度
認
知

症｣

の
状
態
が
３
カ
月
以
上
続
い
て
い
る
こ

と
に
加
え
、
左
記
①
～
③
の
い
ず
れ
か
の

要
件
に
該
当
す
る
要
介
護
高
齢
者
を
、
在

宅
で
介
護
し
て
い
る
方

①�

要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支
援
認
定
を
受

け
て
い
る
方

②
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
を
持
つ
方

③
療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２
を
持
つ
方

ね
た
き
り
老
人
介
護
手
当

▼�

１
回
の
申
請
で
６
万
円
を
支
給（
申
請
は

年
２
回
、
８
月
と
２
月
）

【
対
象
】＝
次
の
①
②
の
要
件
を
満
た
す
方

①�

65
歳
以
上
の
要
介
護
４
・
５
の
高
齢
者

を
、
在
宅
で
起
居
を
共
に
し
な
が
ら
、

基
準
日（
８
月
１
日
と
２
月
１
日
）か
ら

過
去
６
カ
月
間
に
、
３
カ
月
以
上
継
続

し
て
介
護
し
て
い
る
介
護
者

②�

要
介
護
高
齢
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯

員
全
員
が
市
民
税
所
得
割
が
非
課
税

＊�

前
記
２
制
度
は
、
い
ず
れ
も
特
別
障
害

者
手
当
お
よ
び
福
祉
手
当
の
受
給
者
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

元
気
高
齢
者
な
ど

介
護
予
防
元
気
度
ア
ッ
プ
事
業

▼ 
昨
年
貯
め
た
ポ
イ
ン
ト
数
に
よ
る
最
大

１
０
０
円
×
50
枚（
５
０
０
０
円
分
）の

利
用
券
を
交
付　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
年
度
の
カ
ー
ド
も
同
時
交
付

■
元
気
度
ア
ッ
プ
カ
ー
ド（
参
加
型
）

【
対
象
】＝
65
歳
以
上

【
カ
ー
ド
発
行
申
請
に
必
要
な
も
の
】＝
本

人
の
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
印
を
除
く
）

＊�

代
理
申
請
の
場
合
は
、
代
理
人
の
印
鑑

が
必
要

■�

元
気
度
ア
ッ
プ
カ
ー
ド（
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
型
）

【
対
象
】＝
40
歳
以
上

【
カ
ー
ド
発
行
申
請
に
必
要
な
も
の
】＝
本

人
の
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
印
を
除
く
）

＊
代
理
申
請
は
不
可

■
ポ
イ
ン
ト
転
換
申
請

【
必
要
な
も
の
】＝
印
鑑
、
申
出
書
、
カ
ー

ド＊�

代
理
申
請
の
場
合
は
、
本
人
の
申
出
書
・

カ
ー
ド
、
代
理
人
の
印
鑑
・
身
分
証
明
証

（
保
険
証
・
運
転
免
許
証
な
ど
）が
必
要

＊�

ポ
イ
ン
ト
の
引
換
期
間
は
、
本
年
12
月

28
日
ま
で

は
り
、
き
ゅ
う
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
等
施
術
料

助
成
事
業

▼ 

年
間
８
０
０
円
の
受
診
券
20
枚
綴
り
を
最

大
２
冊（
３
万
２
０
０
０
円
）ま
で
交
付

【
対
象
】＝
市
内
に
１
年
以
上
居
住
し
て
い

る
満
65
歳
以
上
の
方

【
必
要
な
も
の
】＝
本
人
の
身
分
証
明
証
、

印
鑑（
ス
タ
ン
プ
印
を
除
く
）

＊�

代
理
申
請
の
場
合
は
、
本
人
お
よ
び
代

理
人
の
身
分
証
明
証
、
印
鑑

65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
な
ど

緊
急
通
報
体
制
整
備
事
業

　

緊
急
時
に
ボ
タ
ン
を
押
す
と
、
市
が
指

定
す
る
通
報
先
へ
通
報
す
る
装
置
を
貸
し

出
し
ま
す
。

高
齢
者
訪
問
給
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

　

食
生
活
の
改
善
と
安
否
確
認
を
行
い
ま

す
。
昼
・
夕
食
の
２
食
以
内
で
配
食
し
ま
す
。

＊
１
食
４
５
０
円
の
負
担
が
あ
り
ま
す
。

生
活
指
導
型
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
事
業

　

養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
一
時
的
に
入

所
宿
泊
し
、
生
活
習
慣
の
指
導
・
体
調
調

整
を
行
い
、
要
介
護
状
態
へ
の
進
行
を
防

止
し
ま
す
。

＊�

１
日
３
８
１
円
の
自
己
負
担
金
と
食
事

代
な
ど
の
実
費
負
担
金
が
あ
り
ま
す
。

高
齢
者
日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業

　

火
災
警
報
機
・
自
動
消
火
器
・
電
磁
調

理
器
の
購
入
費
助
成
お
よ
び
福
祉
電
話（
加

入
権
）を
貸
与
し
ま
す
。

＊
自
己
負
担
が
あ
り
ま
す
。

在
宅
の
障
害
者（
児
）

福
祉
タ
ク
シ
ー
等
料
金
助
成
事
業

▼ 

年
間
５
０
０
円
券
×
20
枚（
１
万
円
分
）

【
利
用
で
き
る
交
通
機
関
】＝
市
と
契
約
し

て
い
る
タ
ク
シ
ー
会
社
、
福
祉
有
償
運
送

車
両
、
甑
島
定
期
航
路
船

【
対
象
】＝
次
の
ど
ち
ら
か
に
該
当
す
る
方

▼ 

市
内
に
居
住
し
て
お
り
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
重
度
障
害
者（
普
通
自
動

車
運
転
免
許
所
持
者
を
含
む
）

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

②
療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２
、
Ａ

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

▼ 

市
内
に
居
住
し
て
い
る
障
害
児
で
、
身

体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方（
同
一
世
帯
に
普
通
自
動
車
運
転

免
許
所
持
者
が
い
な
い
こ
と
）

＊�

申
請
に
は
、
障
害
者
手
帳
な
ど
と
印
鑑

が
必
要
で
す
。
社
会
福
祉
施
設
な
ど
の

入
所
者
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

【
補
助
対
象
者
】＝
次
の
条
件
を
全
て
満
た
す

方▼ 

本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い

る
方

▼ 

原
則
と
し
て
、
改
修
工
事
を
行
う
住
宅
に

居
住
し
、
所
有
す
る
方

▼
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

【
補
助
対
象
住
宅
】＝
補
助
を
受
け
よ
う
と
す

る
方
が
居
住
し
て
い
る
市
内
の
個
人
住
宅
な

ど【
補
助
対
象
工
事
】＝
住
宅
の
機
能
の
維
持
お

よ
び
向
上
の
た
め
に
行
う
改
修
工
事（
増
築

を
含
む
）で
、
20
万
円
以
上
の
工
事
に
係
る

経
費

【
補
助
金
の
額
】＝

▼
補
助
率
＝
20
％

▼
補
助
上
限
額
＝
20
万
円

＊�

た
だ
し
、
同
時
に
60
万
円
以
上
の
住
宅
の

耐
震
改
修
工
事
を
行
う
場
合
は
、
一
律
20

万
円

【
施
工
業
者
】＝
市
内
の
施
工
業
者
で
市
施
工

業
者
登
録
の
あ
る
も
の

【
前
年
度
か
ら
の
変
更
点
】＝
補
助
金
申
請
時

に
、
改
修
動
機
に
係
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
補
助
金
の
申
請
は
個

人
で
す
が
、
支
払
い
は
、
今
回
か
ら
市
が
直

接
施
工
業
者
に
支
払
い
ま
す
。

【
受
付
期
間
】＝
５
月
12
日（
火
）～
22
日（
金
）

９
時
～
17
時

＊
受
け
付
け
は
土
・
日
曜
日
を
除
き
ま
す
。

【
受
付
件
数
】＝
３
０
０
件
程
度

【
抽
選
日
】＝
５
月
29
日（
金
）９
時
か
ら

改
修
に
併
せ
て
耐
震
改
修
工
事
を
行
う
場
合

【
受
付
件
数
】＝
先
着
１
件

＊�

抽
選
を
行
う
こ
と
な
く
優
先
的
に
交
付
決

定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
受
付
場
所
】＝
本
庁
３
階
建
築
住
宅
課
ま
た

は
甑
島
４
支
所
地
域
振
興
課

＊�

５
月
12
日（
火
）・
13
日（
水
）に
限
り
、
川

内
文
化
ホ
ー
ル
第
４
会
議
室

【
注
意
事
項
】＝

▼ 

交
付
決
定
前
に
工
事
着
手
し
た
場
合
は
、

補
助
金
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼ 

補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
同
一
住
宅
に
つ

い
て
１
回
限
り
で
す
。

▼ 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
受
付
窓
口
ま
た
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
補
助
対
象
者
】＝
次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す

方▼ 

市
内
に
所
在
す
る
危
険
廃
屋
な
ど
の
所
有

者
や
、所
有
者
か
ら
委
任
を
受
け
た
方（
市

税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方
）

▼ 

市
長
が
適
当
と
認
め
る
方

【
補
助
対
象
工
事
】＝

▼ 

工
事
に
要
す
る
費
用（
消
費
税
な
ど
を
含

む
）が
30
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と

▼ 

解
体
工
事
の
資
格
を
持
つ
業
者
に
依
頼
す

る
工
事
で
あ
る
こ
と（
市
内
に
本
店
ま
た

は
営
業
所
を
有
す
る
業
者
）

【
補
助
対
象
と
な
ら
な
い
工
事
】＝
解
体
撤
去

完
了
の
日
か
ら
３
年
以
内
に
、
売
却
や
建
築

な
ど
跡
地
利
用
の
計
画
が
明
ら
か
な
も
の

【
受
付
開
始
日
】＝
４
月
15
日（
水
）

【
受
付
件
数
】＝
30
件
程
度

【
受
付
場
所
】＝
本
庁
建
築
住
宅
課
ま
た
は
甑

島
４
支
所
地
域
振
興
課

【
注
意
事
項
】＝
交
付
決
定
前
に
工
事
着
手
し

た
場
合
は
、
補
助
金
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

危
険
廃
屋
等
解
体
撤
去
促
進

事
業
補
助
金
の
申
請
受
付

既
存
住
宅
改
修
環
境
整
備

事
業
補
助
金
の
申
請
受
付

定　義 要　件 補助金

危険廃屋

・ 建築物である
こと（門・塀を
含む）

・ 所有者などが
現に居住、また
はその他の用
途に使用して
いないこと

状態が著しく不良であり、かつ、
倒壊などにより周辺住民などに危
険を及ぼすおそれがあるもの（道、
宅地、公園などに近接しているこ
と） 工事費の3分の1

上限額30万円

認定廃屋
状態が不良であり、かつ、地域住
民の生活環境に著しい影響を及ぼ
すおそれがあるものとして、廃屋
判定委員会に認定されたもの

景観支障廃屋
危険廃屋・認定廃屋のうち、特に
景観を保全する必要がある地域

（甑島）に存するもの
工事費の2分の1
上限額45万円

【危険廃屋などの定義と補助の額】

【
問
合
先
】＝

▼�

高
齢
者
福
祉
の
制
度
は
本
庁
高
齢
・

介
護
福
祉
課�（
内
線
２
６
７
３
）

▼�

障
害
者（
児
）の
制
度
は
本
庁
障
害
・

社
会
福
祉
課（
内
線
２
１
８
１
）

【
問
合
先
】＝
本
庁
建
築
住
宅
課
建
築
指
導
グ
ル
ー
プ　
　

　
　
　
　
　

（
23
）５
１
１
１（
内
線
３
６
４
３
）

【
問
合
先
】＝�

本
庁
建
築
住
宅
課
建
築
指
導
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　
（
23
）５
１
１
１（
内
線
３
６
４
３
）
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